
資料１ 

 

KANSAI 統合型リゾート研究会について 

 

 

１ 設置目的 

 この研究会は、国の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の制定を

受け、関西の観光及び地域振興に寄与するものとなるよう国や関西観光・文化振興

計画検討委員会に必要な提言等を行うものとする。 

 

 

２ 研究する内容 

 ○ 関西として、国のＩＲ関連法の制定前に提言すべき内容 

 ○ 関西観光・文化振興計画に盛り込むべきＩＲ効果を推進させる方向や懸念され

る課題に対する取組方策 

 

 

３ スケジュール（予定） 

 29 年６月 18 日 第１回研究会 

    ７月     第２回研究会 → 国への提言の取りまとめ 

（～１２月   国会にＩＲ実施法案提出） 

  ～２月   第３回研究会、第４回研究会 

         →関西観光・文化振興計画に盛り込む内容の取りまとめ 

 30 年３月  関西観光・文化振興計画最終案作成・報告 


